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令和 5年 10月 4日 
（一社）日本電設工業協会 事務局 

各位 

令和 5年 10月 4日、一般財団法人 建設業振興基金 よりメールにて下記の情報がありました

のでお知らせいたします。 

記 
 

事業者更新および安全書類出力機能の拡充について 
 
（周知依頼文より抜粋） 
 
CCUSにつきまして、本日、以下２点の内容を専門紙に投げ込みましたので、情報共有 
させていただきます。 
 
【事業者更新について】 
 CCUS の事業者登録の有効期限は５年であり、初期に登録をいただいた事業者から順次
更新期を迎えるため、本年１０月１日から更新手続きを開始します。詳細につきまして
は、添付資料をご確認ください。 
 つきましては、貴団体傘下会員企業へも幅広く周知を行っていただきますようよろしく
お願いいたします。 
※専門紙には 10/2（月）に掲載されます。 
 
【安全書類出力機能の拡充について】 
 CCUSには、安全書類（Excel形式）の出力機能がありますが、現行機能により出力される
安全書類は記載される項目が限定的であり、出力後にその都度、情報の追加入力が必要です。 
 
 今般、安全書類作成の利便性の向上を図るため、現行機能では記載されない項目につい
ても、新たに CCUSに入力欄を設けることにより、全項目が記載された安全書類の出力が
できるよう機能を拡張します（9月 29日より）ので、ぜひご活用ください。 
 
詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。 
※専門紙には 10/3（火）に掲載されます。 
 
よろしくお願いいたします。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝==＝＝＝ 
一般財団法人 建設業振興基金 
建設キャリアアップシステム事業本部 
企画調整部 企画調整課 
 

 
 



２０２３年９月２８日 

一般財団法人 建設業振興基金 

建設キャリアアップシステム事業本部 

事業者登録の更新について 

～ １０月から、順次更新手続きが始まります ～ 

 CCUS の事業者登録の有効期限は５年であり、初期に登録をいただいた事業者から

順次更新期を迎えるため、本年１０月１日から更新手続きを開始します。 

 CCUS は技能者の処遇改善等につなげるための業界共通の制度インフラとして、今後

ますます活用が期待されるシステムですので、是非確実に更新手続きを行ってください。 

【更新手続きの概要】 

 ・事業者登録の有効期限は、登録日から５年後の登録月の月末です。 

    （登録日：2019 年 4 月 15 日 ⇒ 有効期限：2024 年 4 月 30 日） 

  なお、2018 年度登録の事業者の有効期限は、CCUS の本格運用開始が 2019 年 4

月であったことから、特例として 2024 年 3 月 31 日としています。 

    （登録日：2018 年 9 月 15 日 ⇒ 有効期限：2024 年 3 月 31 日） 

 ・更新手続きは、有効期限の 6 カ月前から１カ月前までの間に行っていただきます。 

   （有効期限の１カ月前までには、確実に更新手続きを行ってください。） 

 ・有効期限の６カ月前となった事業者の方の登録メールアドレス宛に、ご案内メールを

送付しますので、それに従い更新手続きを行ってください。 

（有効期限は、システムにログイン後の画面でも確認できます。） 

 ・更新申請の方式としては、インターネット（CCUSホームページ）による申請と、認定登

録機関での申請の２方式があります。（新規登録と同じです） 

 ・変更のない事項については、記入や証憑書類の添付を不要とするなど、変更手続き

の負担軽減を図っています。 

 ・更新の際には、資本金額に応じた所定の事業者登録料（更新登録料）をお支払いい

ただきます。 

2023.10.2（月）解禁
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有効期限の6ヶ月前に、システムより登録責任者のメールアドレスあてに、「CCUS事業者登録更

新のお願い」をメール送信します。

「CCUS事業者登録更新のお願い」メールが届きます。

メール本文のURLからCCUSにログインし、下記の手順で事業者

登録情報を確認のうえ、「更新申請」をします。

インターネットからの更新申請手続き

「事業者更新料決済方法のご案内」メールのURLリンクからシステムにログインし、決済画面でお支

払い方法を選択のうえ、事業者更新料の払込を行います。

事業者更新料の払い込み（一人親方を除く）。

●事業者更新料は、事業者の資本金によって異なります。
詳しくは、右のリンクからご確認ください。→

参照：P3「01建設キャリアアップシステム登録料」②事業者登録料（新規・更新）

代行申請の場合は、事業者用の「代行申請同意書」「個人情報取り扱い同意書」「システム利用規約

同意書」を作成し、jpeg画像にして添付してください。

ログインできない場合は、FAQ（よくあるご質問）No.3574にて、原因と対処法をご確認ください。

事業者更新料によってお支払い方法が異なります。

４８，０００円まで・・・「クレジットカード」「払込票」（コンビニ、ゆうちょ銀行、固定割当口座への払込）

6０，０００円以上・・・「払込票」（固定割当口座への払込）のみ。　※払込票は後日郵送されます。

Step1.Step1.

Step3.Step3.

Step２.Step２.

※事業者IDとパスワードが必要です。

850_事業者更新 10_更新申請 をクリックCCUSにログイン※

・最新の許可データが自動連携されます。※この項目は変更できません。

下記以外の登録情報に変更があれば、修正し申請する必要があります。

●商号及びフリガナ　●代表者名及びフリガナ　●住所　●資本金　●完成工事高

連携項目

建設業許可がある場合は下記にご留意ください。

第9章 登録料と利用料
クリックするとPDFファイルが開きます

現場運用マニュアル
���

申請情報の審査

※内容に不備があった場合は「事業者情報申請内容

不備のお知らせ」メールが届きます。内容を確認の

上、再申請をお願いいたします。

登録情報に変更がある

１．

　
２．

　
３．

　
４．

各項目右上の　　　ボタンをクリックし、
データを入力する。

変更に関する証明書類等のｊｐｅｇ画像を
添付（変更前の添付書類と差替）する。

画面下部の　　　　　　　ボタンをクリックす

る。

更新手続きを受け付けた旨の申請番号が
発番される。

登録情報に変更がない

1．

　
２．

なにもせずに画面下部の　　　　　　　ボタ
ンをクリックする。

更新手続きを受け付けた旨の申請番号が
発番される。

「事業者更新料決済方法のご案内」メールが届きます。（一人親方を除く）

https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/3574?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=188&commit=&keyword=3574&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc
https://www.ccus.jp/attachments/show/64fadecc-f074-4397-a7e0-787ac0a8081b


入金の確認により、手続きは完了です。

「事業者登録の更新手続き完了のお知らせ」メールを送信します。

現在の有効期限が満了したのち、管理者ＩＤ利用料（法人及び個人事業主は11,400円／１ＩＤあたり、

一人親方は2,400円）が請求されます。

システムにログインしようとした際にエラーが出たら…

管理者ID利用料が未払いになっていませんか？

まずはＦＡＱ（よくあるご質問）のＮｏ．３５７４にて、原因と対処方法をご確認ください。

管理者ID利用料の未払いが原因で利用停止となっているためにシステムにログインできない

場合は、登録更新手続きの前に、未払い分の料金をお支払いいただき、システムにログ

インできるようにする必要があります。

利用再開の手続き方法

事業者ID、事業者名、登録電話番号、システムにログインができない旨を入力の

うえ、送信してください。追って、建設キャリアアップシステム事業本部よりご連

絡いたします。

2. フォームで必要事項を選択 ・入力して送信

1.【問い合わせ内容】　⑩事業者登録の５年更新についてを選択し、

「次へ」をクリック。

↓

２．お問い合わせ担当者情報（本お問い合わせに関する連絡先）　に必要事項を

入力。

↓

3.【具体的なお問い合わせ内容】　〇更新手続きを行おうとしたが、システムに

ログインできなかった　を選択し、必要事項を入力のうえ送信してください。

＜ホームページからアクセスする場合＞トップ画面を一番下までスクロールし

て右端の「説明会・サポート」一覧の最下にあります。

1.CCUSホームページ 「お問い合わせフォーム」 を開く

＜FAQ　No.3574＞

ID、パスワードを入力しているが、建設キャリアアップシステムへログインが出来ず、エラーが表示される。

CCUSのシステムログインページへジャンプします。
事業者更新インターネット手続きはこちらから

（ログインには事業者IDとパスワードが必要です。）

ST
OP!

ST
OP!
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https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/3574?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=188&commit=&keyword=3574&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc
https://www.ccus.jp/contact#ContactAddForm
https://secure.okbiz.jp/faq-ccus/faq/show/3574?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=188&commit=&keyword=3574&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc
https://www.mobile.ccus.jp/#/gcm/01/017
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【施⼯体制台帳】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬

安全書類出⼒機能の拡充について

2



安全書類出⼒機能の拡充について

【施⼯体系図】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬
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安全書類出⼒機能の拡充について

【下請負業者編成表】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬
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安全書類出⼒機能の拡充について

【再下請負通知書】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬
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安全書類出⼒機能の拡充について

【作業員名簿】
2023年9⽉29⽇より出⼒可能な項⽬
現⾏機能で出⼒される項⽬
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安全書類出⼒機能の拡充について

①現場契約情報【契約情報および⼯事情報設定】
元請事業者は、現場契約情報を登録します。
＜契約および⼯事情報登録の有無＞で明細登録画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。

＜契約および⼯事情報登録の有無＞で
スライドスイッチを「有」に変更します。

「明細登録」をクリックします。
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安全書類出⼒機能の拡充について

①現場契約情報【契約情報および⼯事情報設定】
以下の内容が追加された項⽬です。

■元請営業所情報
・契約営業所住所

■下請営業所情報
・下請契約営業所名
・下請契約営業所住所
・下請契約営業所 健康保険
・下請契約営業所 厚⽣年⾦保険
・下請契約営業所 雇⽤保険

■発注者の監督員情報
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■契約⼯期
・契約⽇
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安全書類出⼒機能の拡充について

「内容変更」をクリックします。

②施⼯体制情報【施⼯事業者⼯事内容】
元請事業者・各下請事業者は、施⼯体制情報を登録します。
「内容編集」画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。
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安全書類出⼒機能の拡充について

②施⼯体制情報【施⼯事業者⼯事内容】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜元請事業者＞
■施⼯事業者⼯事内容
・特定専⾨⼯事該当の有無

＜下請事業者＞
■施⼯事業者⼯事内容
・特定専⾨⼯事該当の有無

■⾃社情報
・FAX番号

■営業所情報
・営業所の名称

■契約情報
・契約⼯期
・契約⽇

■建設業の許可
・施⼯に必要な許可業種
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報／作業者情報】
元請事業者・各下請事業者は、施⼯体制技能者情報を登録します。
「安全書類関連情報登録」画⾯、技能者毎の「編集」画⾯で⼊⼒できる項⽬を追加しています。

「安全書類関連情報」の⼊⼒はここから。

「作業者情報」の⼊⼒はここから。
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜元請事業者＞
■監督員
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■現場代理⼈
・現場代理⼈名
・現場代理⼈権限
・現場代理⼈意⾒申出⽅法

■監理技術者等
・専任・⾮専任区分
・監理技術者の資格内容
・監理技術者補佐名
・監理技術者補佐の資格内容

■専⾨技能者
・専⾨技能者名
・資格内容
・担当⼯事内容

■⼯事作業所災害防⽌協議会
・会⻑（総括安全衛⽣責任者）
・副会⻑
・副会⻑事業者名
・元⽅安全衛⽣管理者名
・書記

12



安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【安全書類関連情報】
以下の内容が追加された項⽬です。
元請事業者と下請事業者で⼊⼒可能な項⽬が異なります。

＜下請事業者＞
■監督員
・監督員名
・監督員権限
・監督員意⾒申出⽅法

■安全衛⽣推進者
・安全衛⽣推進者名

■雇⽤管理責任者
・雇⽤管理責任者名

■専⾨技能者
・専⾨技能者名
・資格内容
・担当⼯事内容

■現場代理⼈
・現場代理⼈名
・現場代理⼈権限
・現場代理⼈意⾒申出⽅法

■主任技術者
・資格内容
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安全書類出⼒機能の拡充について

③施⼯体制技能者情報【作業者情報】
以下の内容が追加された項⽬です。

・経験年数
・受⼊教育実施年⽉⽇
・⾎圧
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